
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

府中町住宅マスタープラン 概要 

＜１＞ 良好な住環境の形成 

＜２＞ 良質な住宅ストックの形成及び将来世代への継承 

＜３＞ 居住の安定の確保 

○住宅の質の向上 
・住宅ストックの長寿命化 

・環境共生住宅 

○各種制度の活用等 
・住宅性能表示制度 

・長期優良住宅認定制度 

○人口の維持・向上 
・横ばいで推移する人口 

・少子高齢化の進行 

・世帯の少人数化 

・住宅市場における取引の 

減少の予測 

○子育て世代への対応 
・子育て世帯を支援する住宅 

○関連する他分野との連携 
・まちづくり分野 

・福祉分野 

・環境分野 

・防災分野 

○住宅の安全性の向上 
・旧耐震基準の住宅が約 3 割 

・接道条件不良の住宅が約 4 

 割 

○安心できる住環境 
・ 低居住面積水準未満世帯 

の増加 

・空き家の存在 

○高齢者等への対応 
・高齢者を含む世帯の増加 

・住宅における高齢者等の 

ための設備の整備率の停滞 

○行政の役割 
・セーフティネットとしての 

公営住宅 

・住宅市場等の整備 

○民間との連携 
・住宅供給における連携 

・情報提供・相談機能の充実 

定住人口の確保 

将来的にまちが発展し続けていくため

に、住宅・住環境の質の向上を踏まえた整

備を行いながら、定住人口を確保すること

が必要 

子育てに寄与する住環境の整備 

まちの将来を担う存在である子どもや子

育て世代にとって暮らしやすい住環境を整

備することが必要 

安全・安心な住宅・住環境の形成 

豊かな生活を実現するために、関連する

他分野とも連携をとりながら、災害等に対

して安全な住宅、暮らしに安心をもたらす

住環境の整備を行うことが必要 

高齢者等が住みよい住環境の整備 

今後も増加が予想される高齢者等が快適

に住み続けられる住環境を整備することが

必要であり、安全・安心な住宅・住環境の

形成にもつながるため重要 

セーフティネットの構築 

生活の基礎として住宅・住環境の整備は

行政の重要な役割であり、民間との連携も

踏まえて、住宅のセーフティネットを構築

することが必要 

住宅環境の課題整理 住宅環境の基本課題 

住宅環境の改善にかかる方向性・取り組み 

１ 高齢者・障害者にとって住みやすい住宅・住宅地の整備 

高齢者の在宅生活への支援、住まいに関する多様化したニーズや問題に対応できる相談・支援体制を整

えることは、行政の役割として重要であり、利用しやすい相談体制、必要な支援の整備、情報の提供が求

められています。 
 
２ 住宅セーフティネットの構築 

低額所得者、被災者、高齢者、障害者等の住宅困窮者に対する居住場所の確保は、行政の重要な役割で

す。 
 

３ 公営住宅の有効活用 

公営住宅は、住宅セーフティネット施策の基本ですが、耐用年限を超過している住宅が多い状況にあり、

建物自体の安全性を確保することが必要となります。 

行政の視点 住民の視点 

○まちの安全性 
・車、自転車、歩行者の通行 

の危険の解消 

・快適に移動できる道路や 

歩道の確保 

・地震時のまちの安全性に 

対する不満 

・水害への不安 

・住まいとして場所に 

感じる魅力 

・防災、防犯、環境面からの 

空き家対策 

○子育てしやすいまち 
・子育て支援の充実 

・子どもが安全に活動でき、 

安心して暮らせるまち 

・若い世代が住みやすい環境 

○高齢者等にやさしいまち 
・公共交通の利便性向上 

・住宅の高齢化対応に対する

不安 

・高齢者の在宅生活の支援 

への期待 

・高齢者用の共同住宅の供給 

への期待 

・高齢時や低所得時における 

町営住宅への期待 

○行政への期待 
・空き家や中古住宅等の情報 

提供 

・住宅関連の相談窓口 

・生活弱者にやさしいまち 

１ 住宅の基礎的立地条件の改善 

良好な住環境には、交通や道路網といった都市施設の充実が求められています。しかし本町では狭い道

路も多く、通行の危険性、緊急車両の通行への支障、歩きにくさといった課題が生じています。また、車

がなくても生活できるように、公共交通のさらなる利便性の向上といった、高齢者等が暮らしやすいまち

づくりが求められています。 
 

２ 若い世帯の定住に向けた子育て支援の推進 

若い世帯が安心して子育てできる環境の実現には、子育てしやすい住宅の確保はもとより、子育て支援

の充実、待機児童の解消、各種制度に関する検討といった、子育て関連施設や支援体制の整備も含め、地

域ぐるみで子どもを育む環境を整備することが望まれています。 
 

３ 安全で住みよい住宅地の整備 

近年頻発している地震や広島市で発生した土砂災害等により、災害に対する町民の危機意識が高まって

おり、防犯・防災で安全に暮らせる居住環境の整備が求められています。 

１ 災害に強い住まいづくり 

近年全国的に地震が頻発しており、地震時の安全性に対して、特に旧耐震基準の住宅所有者においては、

耐震性に対する意識が高まってきています。また、本町では旧耐震基準の住宅が約 3 割を占めており、町

の住宅施策として住宅の耐震化等の対策が求められています。 
 

２ 安心して暮らせる住まいづくり 

高齢者や障害者等の自立した日常生活や社会生活を確保するために、建築物のバリアフリー化が進めら

れています。また、これに伴い、まちづくり全般のバリアフリーの考え方が重要であり、社会的要請も大

きくなっています。 
 
３ 環境にやさしい住まいづくり 

省エネルギー化や緑化にかかる取り組みが全国的に推進されています。また、自然（水と緑）が豊かな

場所に魅力を感じる町民も多くみられ、良好な住環境には緑は欠かせない要素となっています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまでも補助街路や歩道の整備等に取り組んでいますが、引き続き快適な暮

らしを支える道路網の確保、狭隘道路の改善等に取り組みます。 

⇒ 連携施策「都市施設の整備」 

自然と調和したまちづくりのほか、住宅や建築物の省エネルギー化を推進して

いきます。 

⇒ 主な施策「環境に配慮した住まいづくりのための情報提供」 

連携施策「計画的な土地利用の誘導」 

犯罪の少ない安全な住環境の形成や、被害被災時の迅速な対応の取り組みに

併せて健全な市街地の形成を図っています。住宅分野では、土砂災害等にかか

る住宅の改修等にかかる支援を進めます。 

⇒ 主な施策「土砂災害等を受ける危険性の高い住宅への対策支援」 

連携施策「防災・地域安全活動の推進」・「都市施設の整備」 

３ 公営住宅の有効活用 

１ 高齢者・障害者にとって住みやすい住宅・住宅地の整備 

２ 安心して暮らせる住まいづくり 

１ 災害に強い住まいづくり 

３ 安全で住みよい住宅地の整備 

１ 住宅の基礎的立地条件の改善 

２ 若い世帯の定住に向けた子育て支援の推進 

２ 住宅セーフティネットの構築 

３ 環境にやさしい住まいづくり 

 

＜２＞ 良質な住宅ストックの形成及び将来世代への継承 

＜１＞ 良好な住環境の形成 

＜３＞ 居住の安定の確保 

○公営住宅の有効活用 
 

＜重点施策＞ 公営住宅の安全性の確保 
 

公営住宅の効率的・効果的な供給、耐用年限超過住宅の建替えの

推進、改修・修繕を計画的に進め、公営住宅のバリアフリー化を進

めます。 

○高齢者・障害者にとって住みやすい住宅・住宅地の整備 
 
＜重点施策＞ 住宅分野の総合的な情報提供 
 

多様化したニーズや問題に対応できる相談・支援体制を整え、情

報提供を行う等、相談者の住まいに関するサポート体制の構築を図

ります。 

○災害に強い住まいづくり 
 
＜重点施策＞ 住宅の耐震性向上のための支援 
 

耐震性の低い住宅を減少させるため、住宅の耐震診断に対する補

助や耐震性向上のための改修に対する補助制度の構築を図ります。 

○若い世帯の定住に向けた子育て支援の推進 
 
＜重点施策＞ 子育てに適した住まいづくりへの支援 
 

子育て世代への住宅リフォーム補助制度の創設等により、子育て

に適した住まいづくりへの支援を行います。 

○安全で住みよい住宅地の整備 
 
＜重点施策＞ 土砂災害等を受ける危険性の高い住宅への対策支援 
 

土砂災害による家屋の損傷を防ぐための塀を設置する場合等の補

助制度の構築を図り、土砂災害等を受ける危険性の高い住宅への対

策支援を行います。 

補助制度を利用した、 

子育て世帯の 

住宅リフォーム件数 
 

【8 件】

土砂災害特別警戒区域内 

での、土砂災害に対する 

住宅の改修等を行った件数 
 

【8 件】

住宅の耐震化率の向上 
 

【81％ → 85％】

公営住宅の 

バリアフリー化率 
 

【5％ → 23％】

住まいの不安解消に向けた 

適切な相談対応の実施 

＜目標指標＞ ＜住宅分野で重点的に進める取り組み＞ 

  

府 

中 

町 

第 

４ 

次 

総 

合 

計 

画 

住宅に関する 

不満足部分の 

改善 

理想的な 

住環境への支援

計画期間の前期 5 年間（平成 28 年度～平成 32 年度）において重点的に進める住宅施策 

【
住
環
境
の
向
上
】 

基
本
目
標
４
：
便
利
で
活
力
と
賑
わ
い
に
あ
ふ
れ
る
ま
ち
づ
く
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住宅分野での 

取り組み 

＜基本理念＞ ずっと住まいのオアシス ～みんなに魅力あるあきふちゅう～ 

＜取り組み＞ 

＜２＞ 良質な住宅ストックの形成及び将来世代への継承 

＜１＞ 良好な住環境の形成 

＜３＞ 居住の安定の確保 

○住宅セーフティネットの構築 
 

＜重点施策＞ 居住の支援に関する情報提供 
 

民間及び広域的な行政間の連携を強化し、住宅セーフティネット

の構築を図るとともに、公営住宅の情報提供等、相談者の住まいの

不安軽減を図ります。 

福祉分野での施策を推進するほか、住宅分野においても子育てに適した住ま

いづくりへの支援を行う等、若い世帯の定住に向けた取り組みを推進します。 

⇒ 主な施策「子育てに適した住まいづくりへの支援」 

連携施策「子育て世代への重点支援」 

耐震性の低い住宅を減少させるため、住宅の耐震性向上に資する支援を整え、

住宅の耐震改修の促進を図ります。 

⇒ 主な施策「住宅の耐震性向上のための支援」 

住宅に困窮する世帯に対し、居住場所の確保を目的とした情報の提供等の支

援を行い、適切な相談対応を実施します。 

⇒ 主な施策「居住の支援に関する情報提供」 

効率的・効果的な供給、耐用年限超過住宅の建替えの推進、改修・修繕を計

画的に進め、公営住宅のバリアフリー化を図ります。 

 ⇒ 主な施策「公営住宅の安全性の確保」 

福祉施策との連携を行うとともに、住宅分野では居住の支援に関する情報提

供の充実や相談体制の整備を進めます。 

⇒ 主な施策「住宅分野の総合的な情報提供」 

連携施策「障がい者福祉の充実」・「高齢者福祉の充実」 

道路や公共施設といったまちづくり全般のバリアフリー化のほか、建築物全般

のバリアフリー化を促進していきます。 

⇒ 主な施策「住みよい福祉のまちづくりのための情報提供」 

連携施策「都市施設の整備」 


